上関町要綱第17号


[bookmark: _Hlk193214225]上関町起業支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、上関町内（以下「町内」という。）における起業を促進することで、新たな雇用の創出や移住定住に寄与し、産業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内における上関町起業支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 起業
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア　事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合
イ　事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(2) 起業者
補助金の交付決定を受けた年度内に新しく事業を起こす者又は新たに事業を開始し、１年を経過していない者をいう。
(3) 事業者
事業を営む個人または法人をいう。
(4) 事業所
事業の用に供するために直接必要な土地、建物およびその付属施設をいう。
(5) 特定創業支援事業
産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１１３条第１項の認定を受けた上関町創業支援事業計画における事業で、上関町商工会、山口銀行上関支店、東山口信用金庫上関支店及び日本政策金融公庫徳山支店において、起業に関する相談を１カ月以上にわたり、４回以上受けることをいう。

（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる起業者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を設置しようとしている者又は設置している者
(2) 補助金を交付した日の翌日から起算して５年以上継続して事業を行う意思のある者
(3) 許認可が必要な事業の場合、既に許認可を受けている者
(4) 起業者が個人の場合、本町の住民基本台帳に記載されていること
(5) 起業者が法人の場合、町内を本店所在地として法人登記が行われていること
(6) 前条第５号の特定創業支援事業を受けていること
２　前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。
　(1) 事業の種類が別表第１に掲げる業種に該当する場合
　(2) 市町村税に滞納がある場合
　(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団員及び破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者
　(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき

（補助対象経費）
第４条　補助対象となる経費は、別表第２に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）とする。ただし、当該事業について、他の補助制度等で補助金を受けているものについては、補助対象としない。
２　同一事業者に対する補助金の交付は、１回限りとする。

（補助対象期間）
第５条　補助対象となる期間は、補助金の交付決定を受けた年度とする。

（補助金の額）
第６条　補助金は、補助対象経費の合計額とし、100万円を限度額とする。

（交付申請）
[bookmark: _Hlk226282002]第７条　補助金の交付を受けようとする起業者は、次の各号に掲げる期間内に、上関町起業支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。
(1) 前期募集　当該年度の４月１日から６月30日まで
(2) 後期募集　当該年度の８月１日から９月30日まで
　　　後期募集は、前期募集の応募状況その他の事情を勘案し、町長が必要と認める場合に実施する。
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の所在が分かるもの（登記簿謄本、開業届の写し、賃貸借契約の写し等）
(2) 事業計画書（様式第２号）
(3) 誓約書兼同意書（様式第３号）
(4) 住民票の写し（個人起業の場合）
(5) 市町村税の滞納がないことの証明書（納税証明書、完納証明書等）
(6) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種に限る。）
(7) 補助対象経費の内訳がわかる書類（見積書、契約書の写し等）
(8) 特定創業支援事業を受けたことが確認できる書類
(9) その他町長が必要と認める書類
[bookmark: _Hlk193272259]３　申請にあたっては、提出書類において、取組の内容が十分判断できる内容を記載し、上関町創業支援事業計画に記載の各連携機関と十分協議・精査すること。
４　申請内容について、第16条に定める上関町起業支援事業補助金審査会に町長が指定する日時に出席し、プレゼンテーションを行わなければならない。

（交付決定及び通知）
第８条　町長は、前条の規定による交付の申請があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付または不交付とすることが適当であると認めるときは、上関町起業支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により補助対象者に通知する。

（補助金の概算払）
第９条　補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、上関町起業支援事業補助金概算払請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要であると認めるときは、前条の規定により決定した補助金額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

[bookmark: _Hlk193272789]（補助対象事業の内容変更等）
第10条　申請者は、補助金交付決定後において補助対象事業の事業内容及び事業計画の著しい変更（総事業費が20パーセント以上増減する場合等）をしようとする場合には、上関町起業支援事業補助金変更承認申請書（様式第６号）により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
２ 町長は、前項に規定する申請について内容の審査及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、補助金額を決定し、上関町起業支援事業補助金変更承認通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、前条により決定した額を超えないものとする。

（実績報告）
第11条　補助対象者は、補助金の交付を受けた年度末までに、上関町起業支援事業補助金実績報告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書（様式第９号）
(2) 事業収支報告書（様式第10号）
(3) 補助対象経費一覧表（様式第11号）
(4) 補助対象経費の支出が確認できる書類（領収書の写し等）
(5) その他町長が必要と認める書類

（補助金の額の決定）
第12条　町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を決定し、上関町起業支援事業補助金確定通知書（様式第12号）により補助対象者に通知する。

（補助金の請求）
第13条　補助対象者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、遅滞なく上関町起業支援事業補助金交付請求書（様式第13号）を町長に提出しなければならない。

（補助金の返還）
第14条　町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は当該補助金を受けた事業者が補助金を交付した日の翌日から起算して５年以内に事業所を廃業若しくは町外へ移転若しくは撤退したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（報告及び調査）
第15条　町長は、補助対象者に対し、事業に関する必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示を行うことができる。

(審査会の設置)
第16条　第７条の規定により申請された事業について審査を行うため、上関町起業支援事業補助金審査会（以下「審査会」という。）を設置する。

（所管事務）
[bookmark: _Hlk193273111]第17条　審査会は、第7条の規定により申請された事業がこの要綱の趣旨及び交付要件を満たしているか、また、申請者によるプレゼンテーションの内容が申請と一致し、かつ実現性があるかを調査評価及び審議し、交付決定の可否を行う。

（審査会の組織）
第18条　審査会は、町長を会長とし、副町長、教育長、総務課長、産業観光課長、企画財政課長をもって委員とする。

（庶務）
第19条　審査会の庶務は、企画財政課において処理する。

（報告及び調査）
第20条　補助対象者は、補助金を交付した年度の翌年度から５年間、毎年度の状況等について、上関町起業支援事業実施状況報告書（様式第14号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業状況概要報告書（様式第15号）
(2) 決算書又はこれに準ずるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
２　町長は、補助対象者に対し必要があると認めるときは、実地に調査をすることができる。

（財産の処分等の制限）
第21条　補助対象者は、事業完了の日から５年間は、事業により取得した財産を補助金の交付目的に反する利用、譲り渡し、交換、貸付、又は担保に供してはならない。

（その他）
第22条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


別表第１（第３条関係）
	
	内　　　容

	１
	風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）により規制の対象となるもの

	２
	興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。）

	３
	集金業、取立業（公共料金又はこれに準ずるものは除く。）

	４
	易断所、観想業、相場案内業

	５
	宗教

	６
	政治・経済・文化団体


※日本標準産業分類に準拠するものとする。

別表第２（第４条関係）
	区分
	内　　　容

	事業所拠点費
	事業所整備費
	建物に係る工事
内外装工事、空調整備、電気設備、上下水道工事、事業所の賃借料（駐車場を含む。ただし、敷金・礼金を除く。）等

	
	構築物費
（不動産取得を除く）
	建物以外に係る工事費
外構工事、駐車場などの舗装工事、看板設置費等

	
	設備導入費
	事業に必要とする設備の購入（リースを含む。）に係る経費
作業機械、工作機械、パソコン、プリンター、エアコン、ファックス、コピー、業務用冷蔵庫、厨房器具、車両等

	販売促進費
	広告宣伝費、展示会出展費、販路開拓費
ホームページ作成、新聞・雑誌広告、テレビＣＭ等

	人　件　費
	従業員の給与・手当（事業主及び家族専従者の給与、法人の場合における役員報酬は除く。）

	その他の経費
	印刷製本費、原材料費、通信運搬費、消耗品費、その他町長が必要と認める経費（食糧費等の個人消費的経費を除く。）



[bookmark: _Hlk193984011]
様式第１号（第７条関係）　　　　　　　　　　　　 　※申請期限　当該申請を行う年度の９月30日まで

申請日　　　　年　　　月　　　日

上関町長　様

申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業補助金交付申請書


上関町起業支援事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。


記


１．補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　円

２．添付書類
(1) 事業所の所在が分かるもの（登記簿謄本、開業届の写し、賃貸借契約の写し等）
(2) 事業計画書（様式第２号）
(3) 誓約書兼同意書（様式第３号）
(4) 住民票の写し（個人起業の場合）
(5) 市町村税の滞納がないことの証明書（納税証明書、完納証明書等）
(6) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種に限る。）
(7) 補助対象経費の内訳がわかる書類（見積書、契約書の写し等）
(8) 特定創業支援事業を受けたことが確認できる書類
(9) その他


[bookmark: _Hlk199838093][bookmark: _Hlk199838113]様式第２号（第７条関係）
事業計画書
[bookmark: _Hlk193788022]１　申請者欄
	（フリガナ）
	
	生年月日
	
	年
	
	月
	
	日

	氏　　　名
	
	年　　齢
	歳（申請日時点）

	住　　　所
	〒
	電話番号
	

	
	
	E-mail
	


該当するものに☑をしてください。
	起業前
の職業
	会社役員 　個人事業主 　会社員　アルバイト・パートタイマー
学生     　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	内　　容
	事業を経験したことはない
事業を経験したことがあり、現在もその事業を続けている
事業形態（個人事業 　会社　その他（　　　　　　 　　　））
事業内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
事業を経験していたが、既にその事業をやめている
（やめた時期　　　　　年　　　　月）

	過去の職歴
	昭和　平成　令和　　年　 月
	

	
	昭和　平成　令和　　年　 月
	

	
	昭和　平成　令和　　年　 月
	

	
	昭和　平成　令和　　年　 月
	

	
	昭和　平成　令和　　年　 月
	



２　事業の概要（200〜300字）
	

	事業の目的、提供する商品・サービス、対象地域、ターゲット層、事業の特徴を簡潔に記載してください。


３　事業計画の内容
	開業・法人
設立予定日
	
	業種
	

	事業実施場所
	熊毛郡上関町大字
	物件
	賃貸　自宅　新規取得

	法人名（予定）
	

	必要な許認可
	
	取得済　取得予定

	起業の
動機・背景
	

	
	起業の理由、自身の経験・資格・スキル、上関町で行う意義（地域課題との関係など）

	提供する
商品・サービス
	

	
	商品・サービスの内容、価格帯、メニュー構成（必要に応じて）

	顧客ターゲット
	

	
	主な顧客層（年代・属性・ニーズ）、想定されるシーン、上関町内外のどこから来るか

	市場性・競合
状況
	

	
	同業者・類似サービスの状況、自社の強み（差別化ポイント）、選ばれる理由



４　簡易資金計画（１年目）
	資金使途
	用途
	調達方法
	金額

	設備資金
	
	自己資金　借入
	万円

	運転資金
	
	自己資金　借入
	万円

	その他
	
	自己資金　借入
	万円



５　借入(借入予定がある場合は金融機関名と返済条件を記載）
	金融機関名
	返済条件
	金額

	
	
	万円

	
	
	万円



６　事業スケジュール
	
	具体的な実施内容（例）◯年◯月～店舗改装、◯年◯月改工事完了、◯年◯月営業開始

	１年目
	

	２年目
	

	３年目
	

	４年目
	

	５年目
	

	６年目
	



７　売上計画（事業スケジュールを元に記載）
	
	１年目
	２年目
	３年目
	４年目
	５年目
	６年目

	売上高
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	（－仕入値）
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	粗利益
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	経費
	人件費
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	家賃
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	水道光熱費
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	広告費
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	その他経費
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	利益
（粗利益－経費）
	円
	円
	円
	円
	円
	円




補助対象経費明細
	経費区分
	補助対象経費
	補助対象経費の内訳（算出根拠）

	事業所拠点費
	A 事業所整備費
	
	

	
	B 構築物費
	
	

	
	C 設備導入費
	
	

	D 販売促進費
	
	

	E 人件費
	
	

	F その他経費
	
	

	合計
（A+B+C+D+E+F）
	
	

	補助金申請予定額
（上限100万円）
	
	


【添付資料】
※補助対象経費の内訳が分かる書類（見積書、契約書の写し等）
※事業所整備等工事にあっては平面図（平面図、国土交通省監修の「建築設備工事設計図書作成基準」に則ったものであること）

６　想定されるリスクと対策（売上が想定より低い、人材確保が難しい、季節変動・観光客の増減等）
	リスク
	対策

	
	

	
	

	
	



７　将来の展望（3〜5年後）
	

	事業の成長イメージ、雇用創出の見込み、地域への貢献を簡潔に記載してください。



様式第３号（第７条関係）

年　　　月　　　日

上関町長　様

申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


誓約書兼同意書


　私は、上関町起業支援事業補助金交付要綱に規定する以下の要件をすべて満たすものであることを誓約します。
　なお、当該補助金交付申請後は、町が行う必要な調査等を受けることに同意します。
また、申請内容の偽りその他不正な行為を行い又は以下の要件を欠き、町長から返還の指示があった場合は、受領した補助金を返還します。


記


(1) 町内に事業所を設置しようとしている者又は設置している者
(2) 補助金の交付を受けた日の翌日から５年以上継続して事業を行う意思がある者
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団員及び破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと

様式第４号（第８条関係）
上企第　　　号
年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　様


上関町長　　　　　　　　　　㊞　　　


上関町起業支援事業補助金交付（不交付）決定通知書


　　　　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました補助金の交付について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり決定しましたので、通知します。


記

　１　補助金の可否
　　　　　　　　交付決定　　・　　不交付決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２　補助金交付決定額　　　　金　　　　　　　　　　円

様式第５号（第９条関係）

年　　月　　日

年　　　月　　　日

上関町長　様

申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業補助金概算払請求書


年　　月　　日付け　　上企第　　　号により交付決定を受けた補助金について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり概算払により交付を受けたいので請求します。

	交付決定額
	円　

	概算払請求額
	円　

	概算払を必要
とする理由
	





	振　込　先
	金融機関名
	

	
	支店名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店　　

	
	フリガナ
	

	
	口座名義人
	

	
	口座の種類
	当座　　　普通　　　その他（　　　　　）

	
	口座番号
	





様式第６号（第10条関係）

年　　　月　　　日


上関町長　様


申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業補助金変更承認申請書

年　　月　　日付け　　上企第　　　号により交付決定を受けた標記補助金の交付の変更承認を受けたいので、上関町起業支援事業補助金交付要綱第10条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。

１　変更の内容
(1) 申請の変更内容
(2) 補助金の交付申請額
交付決定額　　　　　　　　　　円
変更申請額　　　　　　　　　　円


２　変更の理由



３　添付書類
(1) 変更内容が確認できる詳細な見積書（申請時と変更のあった箇所を明記すること）
(2) 事業所整備等工事にあっては平面図（平面図は、国土交通省監修の「建築設備工事設計図書作成基準」に則ったもので、かつ変更箇所がわかるもの）
(3) 現況写真（変更内容のわかるもの）
(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

様式第７号（第10条関係）
上企第　　　号
年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　様


上関町長　　　　　　　　　　㊞　　　


上関町起業支援事業補助金変更承認通知書


　　　　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました標記補助金について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第10条第２項の規定により、承認することに決定しましたので、通知します。



様式第８号（第11条関係）

年　　　月　　　日

上関町長　様

申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業補助金実績報告書


　　　　　　年　　　月　　　日付け　　上企第　　　号で補助金の交付決定のあった上関町起業支援事業について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第11条の規定により、実績を下記の書類を添えて報告します。


記


　(1)　事業実施報告書（様式第９号）
　(2)　事業収支報告書（様式第10号）
　(3)　補助対象経費一覧表（様式第11号）
　(4)　補助対象経費の支出が確認できる書類（領収書の写し等）
　(5)　その他


	様式第９号（第11条関係）

	
	
	
	
	

	事業実施報告書

	
	
	
	
	

	
	　補助事業の名称
	　

	
	　事業の実施期間
	年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

	
	　事業の目的
	　

	
	　事業の内容
	　

	
	　事業の成果
	　

	
	　事業の評価
	　

	
	　今後の展開
	　





	様式第10号（第11条関係）
	
	

	
	
	
	
	

	
	事業収支報告書

	
	
	
	
	

	
	
	
	　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（単位：円）

	
	項目
	計画
	実績
	積算根拠

	
	売上高（Ａ）
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　

	
	売上原価（Ｂ）
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	経費（Ｃ）
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	利益（Ｄ）
Ａ－Ｂ－Ｃ
	　
	　
	　

	
	雇用者数
（単位：人）
	　
	　
	●正社員　　　　　人
●アルバイト　　　人
●パート　　　　　人





	様式第11号（第11条関係）
	
	

	
	補助対象経費一覧表

	
	
	
	
	
	（単位：円）

	
	経費区分
	計画
	実績
	実績における補助対象経費の内訳
（積算根拠）

	
	
	補助対象経費
	補助対象経費
	

	
	事業所拠点費
	　事業所整備費(Ａ)
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	　構築物費(Ｂ)
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	　設備導入費(Ｃ)
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	　販売促進費(D)
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	　人件費( E )
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	　その他の経費(F)
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	　合計額
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
	　
	　
	　

	
	補助金請求予定額
（上限１００万円）
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	【添付書類】
	
	
	

	
	
	補助対象経費の支出が確認できる書類（領収書の写しなど）




様式第12号（第12条関係）
上企第　　　号
年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　様


上関町長　　　　　　　　　　㊞　　　


上関町起業支援事業補助金確定通知書


　　　　　　　　　　年　　　月　　　日付けで実績報告のありました上関町起業支援事業について、下記のとおり補助金の額を確定しましたので、上関町起業支援事業補助金交付要綱第12条の規定により、通知します。


記


補助金確定額　　　　金　　　　　　　　　　円

様式第13号（第13条関係）

年　　　月　　　日

上関町長　様

申請者
住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業補助金交付請求書


　　　　　　　年　　　月　　　日付け　上企第　　　　号で確定の通知を受けた補助金について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり交付請求します。


	交付決定額
	円　

	振　込　先
	金融機関名
	

	
	支　店　名
	

	
	フリガナ
	

	
	口座名義人
	

	
	口座の種類
	当座　　普通　　その他（　　　　　）

	
	口座番号
	




様式第14号（第20条関係）

年　　　月　　　日

上関町長　様

住所又は所在地
氏名又は
法人名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　


上関町起業支援事業実施状況報告書


　　　　　　　年　　　月　　　日付け　上企第　　　　号で確定の通知を受けた補助金について、上関町起業支援事業補助金交付要綱第20条の規定により、事業の実施状況を下記の書類を添えて報告します。


記


(1) 事業状況概要報告書
(2) 決算書又はこれに準ずるもの
(3) その他


	様式第１５号（第２０条関係）
	
	
	
	

	事業状況概要報告書

	
	補助事業の名称
	　

	
	補助事業年度
	　

	
	報告事業期間
	　年目（　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで）

	
	事業の内容
	　

	
	事業の成果
	　

	
	雇用状況
	
	雇用者数
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	正社員
	アルバイト
	パート
	合計

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（１年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（２年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（３年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（４年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（５年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	年度
	人
	人
	人
	人

	
	
	　
	（６年目）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）
	（　　　人）

	
	
	　
	※下段（　　　）は町内在住者数　
	

	
	その他報告事項
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	【添付書類】　決算書又はこれに準ずるもの（法人の場合は決算書の写し）



